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提出部数 ➠ 1部（税関用のみ）

記載の説明（書き方） 
①日付：保証通知書の発行日（作成日）

②あて先：保証する全ての税関官署の長を記載
（官署を指定して追加する場合は、全ての官署の長を連記）

③保証人：保証人の押印は必須
注）先に提出している保証書と同じものを使用

④追加開始日：保証する官署を追加する日を記載

⑤税関官署の長：追加官署する官署を追記

⑥預り証番号：担保提供した際、税関から交付された預り証の
番号（通常は、担保登録番号）

➑

その他
➑収入印紙：200円の収入印紙を貼付

印紙税法基本通達別表第一13号文書の1
「債務の保証に関する契約書」に該当

添付書類

▽包括納期限延長の場合
・関税納期限延長（包括）申請書（一括）2部（C第1005号）
・担保提供書2部（C1107号-）

▽輸入許可前引取承認の場合
・担保提供書2部（C1107号-）

⑦保証内容：先に提供した保証書の内容を記載

注）追加できる場合： 担保期間と担保限度額を変更しない場合

 追加前の担保が一括担保（2以上の税関官署で利用可能な   
担保）である場合（官署別担保は追加不可）
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